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                          分任契約担当官
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以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
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令和3年2月26日（金）函館地本

函館地本

0001

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　自衛隊函館地方協力本部　総務課　会計班及び北部方面会計隊ホームページ

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：

　　入札日時場所　：令和2年9月28日（月）10時00分　自衛隊函館地方協力本部　会議室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

別紙のとおり

4公告

１　入札事項

公 告

両面ホワイトボード　ほか11件

ＧＰ－２０



内　　訳　　書

№ 品　　　　　　名 規　　　　　　　格 数量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

1 両面ホワイトボード ＧＰ－２０ 3 台 513-04

2 軽量スリム　グラスグリーン（ＧＲ） ＭＩＲ－１５１２Ｃ－ＣＲ 6 台 642-76

3 サークルテーブル（ナチュラルＮ） ＣＯ－ＭＣ１２１２－ＮＳ 5 台 403-02

4 チェアー（グリーン） Ｎｏ．７２Ｓ 33 台 777-48

5 ミーティング用テーブル（オーク） ＭＣ－１５７５Ｂ 4 台 673-04

6 スタンダードテーブル（ナチュラル） Ｎｏ．７５１４ 1 台 748-89

7 背付１人掛サンドベージュ（ＳＢ） ４５ＬＣ－１１Ｆ 3 台 338-14

8 背付・コーナー　サンドベージュ（ＳＢ） ４５ＬＣ－１６Ｆ 1 台 338-20

9 背なし・１人掛　サンドベージュ（ＳＢ） ４５ＬＣ－０１Ｆ 1 台 338-26

10
テーブル　天板ナチュラルアップルグリー
ン（ＡＧ）

４５ＬＣ－ＣＴＮＦ 1 台 338-58

11 ハイテーブル　ナチュラル Ｎｏ．７５１５Ｈ 2 台 748-91

12 ハイチェアー　ナチュラル（ライム） Ｎｏ．５６５５ＮＳ 6 台 777-81

以下余白

合 計



 

 

 
別 紙 

 
 
 
１ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 
(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない

者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため
に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  

(2)  予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。  
(3) 全省庁統一資格申請において「物品の販売」の「Ｄ以上」の格付けを有する者で

北海道地域に競争参加資格を有する者。（資格審査結果通知書（写し）を入札時に
提出） 

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
(5) 「入札及び契約心得」を確認して所要の処置を講じている者。 
(6) 付紙第１「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であるこ

と。 
 
２ 保証金等に関する事項 
(1) 入札保証金：免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結

手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、
落札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。 

(2) 契約保証金：免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１０
０分の１０以上を違約金として徴収する。  

 
３ 入札の無効 
(1) 第１項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札  
(2) 入札に関する条項に違反した入札 
(3)  入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札  
(4) 電報・電話・ＦＡＸによる入札 
(5) 入札開始時刻に遅れた者による入札 
(6) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合

又は誓約に反する事態が生じた場合 
（7） 官側の承認を得ていない同等品による入札 
 
４ 契約書の作成 
  契約金額が５０万円以上の１５０万円未満となった場合は請書を、１５０万円以上

となった場合は契約書を作成する。 
 
５ 落札決定方式 
  総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落

札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 
 
６ その他 
(1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。  
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額
を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１０
０に相当する金額を入札書に記載すること。（軽減税率対象品目については１１０分
の１００を１０８分の１００に読みかえる。） 

(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。  
(4) 郵便による入札を認める。この際、封筒に「両面ホワイトボードほか１１件入札

書在中」と明記し、資格審査結果通知書の写しを同封のうえ、書留郵便(簡易書留可)
にて令和２年９月２５日（金）１７時００分時までに自衛隊函館地方協力本部総務
課会計班へ必着とする。この際、電話にて担当者に到着の確認を行うこと。  



 

 

(5) 再度入札は直ちに実施する。但し、郵便による入札がある場合の再度入札は令和
２年１０月２日（金）１０時００分に執行する。その際の郵便による入札は令和２
年１０月１日（木）１７時００分までに自衛隊函館地方協力本部総務課会計班へ必
着しているものとする。 

（6） 入札書の余白に「当社（私、（個人の場合）、当団体（団体の場合））は上記の
公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ
入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団に関する誓約事項につ
いて誓約いたします。」と記載すること。  

(7) 入札、規格及び調達要求部隊に関する事項の問合わせ先 
自衛隊函館地方協力本部総務課 会計班 担当 伊藤 

   ＴＥＬ ０１３８－５３－６２４１ 内線：４０３ 
   ＦＡＸ ０１３８－５３－６２４２ 
 
７ 公告掲示場所 
(1) 掲示場所： 自衛隊函館地方協力本部 

函館駐屯地 
函館商工会議所 
北斗市商工会 
北部方面会計隊ホームページ  http：//www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/ 

(2) 掲示期間：令和２年８月２６日（水）～令和２年９月２８日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

付紙第１ 

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等  

 

１ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及

び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中

の者でないこと。  

  

２ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ

て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行

おうとする者でないこと。  

 

３ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にや

むを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。   

 

４ 第２号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに

該当する場合をいう。  

(1) 資本関係がある場合  

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社

の一方が会社更正法（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定する更正会

社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社であ

る場合を除く。  

ア 親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をい

う。以下同じ。）と子会社の関係にある場合  

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合   

(2) 人的関係がある場合  

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生

手続存続中の会社である場合は除く。   

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理

事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同

じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合   

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合   

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある

一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺

するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認

められる場合 


